
令和元年７月 

 

議員登退庁管理システム構築業務の委託業者選定に係る応募要領 

 

１ 委託業務内容 

別紙１「議員登退庁管理システム構築業務仕様書」のとおり。 

なお，当該仕様書は基本的事項を定めたものであり，受託候補者と契約を交わす際に

は，提案内容等によって変更する場合がある。 

 

２ 契約条件 

本業務を業務委託として受託すること。 

 

３ 応募資格要件 

⑴ 京都市契約事務規則第４条及び第２２条の規定に基づく競争入札有資格者名簿に登

録されていること。なお，競争入札有資格者名簿に登載されていない場合であっても，

京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項各号に掲げる資格を有する者である場合は，

競争入札参加有資格者とみなす。 

⑵ 本件応募要領ホームページ掲載の日から業務提案書提出の日までの間において，京

都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止を受けてい

ないこと。 

⑶ 過去５年以内に，地方公共団体及びその他の公共団体等において，サーバ，タッチ

パネルを含むシステム（登退庁管理システムに限らない）構築等の業務を受託した実

績を有すること。 

⑷ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）又はプライバシーマークを取

得していること。 

 

４ 委託期間 

契約締結日～令和２年３月３１日 

 

５ 委託費用の上限 

⑴ 令和元年度（システム構築に係る業務及び年度末までの保守業務） 

１５，５００,０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

⑵ 令和２年度（１年間の保守業務） 

５２８,０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ 上記の金額は，現時点での想定額であり，財政状況等により，委託金額を変更す

ることがある。その場合，委託仕様書その他契約に関する事項について，受託候補

者と協議の上，契約を締結する。 

※ 上記⑴及び⑵の消費税及び地方消費税の税率については，委託期間終了日時点の

税率に従う。 



 

６ 応募手続等 

⑴ 関連書類の交付 

プロポーザルに関する書類を，次のとおり交付する。ただし，交付する資料の一部

には，機密として取り扱う情報を含むため，「議員登退庁管理システム構築業務に関す

る受託事業者の公募に関する文書，図画及び電磁的記録の取扱いについて（誓約書）」

（様式１）に代表者（受任者がある場合はその受任者），管理責任者の記名等及び押印

のうえ，持参すること。 

ア 交付期間 

令和元年７月２日（火）から７月５日（金）まで 

（土曜日，日曜日及び国民の祝日を除く午前８時４５分から午後５時までとする。

ただし，正午から午後１時までを除く。） 

イ 交付場所 

「１２ 提出先及び問合せ」に同じ 

ウ 交付書類 

(ｱ) 議員登退庁管理システム構築業務の委託業者選定に係る応募要領（本書） 

(ｲ) 議員登退庁管理システム構築業務仕様書（別紙１） 

(ｳ) 議員登退庁管理システム構築業務提案書作成要領（別紙２） 

(ｴ) 議員登退庁管理システム構築業務委託業者選定に係る審査基準（別紙３） 

(ｵ) 京都市情報セキュリティ対策基準 

※ 交付書類（(ｲ)及び(ｵ)を除く。）及び本書に添付している各種様式については，

京都市ホームページ「京都市情報館」上からもダウンロードできる。 

 

⑵ 「受託申込書」の提出 

受託希望者は，次のとおり受託申込書等を提出すること。 

ア 提出書類 

(ｱ) 様式２「議員登退庁管理システム構築業務受託申込書」 

(ｲ) 以下の証明書（「３ 応募資格要件 ⑴」のなお書きに該当する場合のみ） 

ａ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は登記簿謄本）（法人の場合）又は印

鑑登録証明書（個人の場合） 

ｂ 所得税又は法人税及び消費税の納税証明書（法人の場合は「納税証明書その

３の３」，個人の場合は「納税証明書その３の２」） 

ｃ 京都市の市民税及び固定資産税（京都市内に事業所等が所在する場合もしく

は，固定資産を所有する場合のみ）の納税証明書 

ｄ 水道料金・下水道使用料納付証明書（京都市内に事業所等が所在し，使用者

名義が本件受託希望者となっている場合のみ） 

ｅ 京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項第６号に関する誓約書 

イ 提出方法 

記入・押印のうえ，提出先に持参，郵送により提出すること。 



ウ 部数 

  １部 

エ 提出期限 

  令和元年７月５日（金）午後５時まで（必着） 

オ 提出先 

  「１２ 提出先及び問合せ先」参照 

 

⑶ 「業務提案書」の提出 

受託希望者は，上記「受託申込書」を提出後，次のとおり「業務提案書」及び「会

社概要」を提出すること。 

ア 「業務提案書」に記載すべき事項 

(ｱ) システム構築の実績 

(ｲ) 基本方針 

(ｳ) スケジュール 

(ｴ) 実施体制 

(ｵ) 表示・操作機能 

(ｶ) 導入機器 

(ｷ) セキュリティ 

(ｸ) 運用保守サポート 

(ｹ) その他セールスポイント等 

(ｺ) 見積額 

※ 令和元年度及び令和２年度の見積額を記入すること。 

※ 詳細については，別紙２「議員登退庁管理システム構築業務提案書作成要領」

を参照すること。 

イ 提出方法 

上記事項を記載した「業務提案書」及び「会社概要」を提出先に持参，郵送によ

り提出すること。 

ウ 部数 

  ８部 

エ 提出期限 

  令和元年７月１１日（木）午後５時まで（必着） 

オ 提出先 

  「１２ 提出先及び問合せ先」参照 

 

７ 本プロポーザルに関する質問 

受託希望者で，本プロポーザルに関する質問がある場合は，次のとおり提出すること。 

⑴ 提出方法 

質問内容を記載した書面（様式自由）を提出先に持参，郵送又はファックスにより

提出すること（電話による質問は受け付けない。）。ただし，ファックスによる場合は，



受信確認の電話を入れること。 

⑵ 部数 

１部 

⑶ 提出期限 

令和元年７月５日（金）午後５時まで（必着） 

⑷ 回答 

令和元年７月９日（火）午後５時までに，受託申込書の提出のあった者全員に対し，

質問事項及びその回答を電子メールで通知する。 

⑸ 提出先 

「１２ 提出先及び問合せ先」参照。 

 

８ 受託候補者の選定 

⑴ 受託候補者選定委員会 

受託候補者を選定する審査は，京都市会事務局内に設置する受託候補者選定委員会

が行う。同委員会は，次の委員で構成する。 

(ｱ) 市会事務局次長 

(ｲ)   同  総務課長 

(ｳ)   同  総務課庶務係長 

(ｴ)   同  総務課職員（１名） 

⑵ ヒアリングの実施 

受託候補者選定委員会は，受託希望者から提出された提案書の内容に関するヒアリ

ングを，令和元年７月中旬ごろに実施する。ヒアリングの日時，場所等の詳細につい

ては，応募締切り後，改めて通知する。 

⑶ 評価方法 

別紙３「議員登退庁管理システム構築業務委託業者選定に係る審査基準」参照。 

 

９ 受託者の決定 

⑴ 受託候補者の決定 

「８ 受託候補者の選定」に基づき，業務提案書及びヒアリングの内容について審

査を行い，全ての受託希望者の順位を決定し，最も優れていた者を第１順位の受託候

補者とする。 

⑵ 受託候補者等への通知 

ア 審査結果については，書面をもって通知する。（令和元年７月中旬発送予定。） 

イ 通知内容に疑義のある受託希望者が説明を求める場合は，令和元年７月２３日

（火）午後５時までに書面で，「１２ 提出先及び問合せ先」まで提出すること。 

ウ 提出は持参によるものとし，郵便及び電送（電子メール，ファックス等）による

ものは認めない。 

エ 提出のあったものについては，令和元年７月３０日（火）までに書面をもって回

答する。 



⑶ 契約締結の協議 

受託候補者への通知後，速やかに契約締結の協議を行う。協議が整った際には，速

やかに契約を締結する。なお，協議が整わなかったときには，次に高い評価を獲得し

た受託希望者から順に，受託候補者として契約締結の協議を行う。 

 

10 契約に関する基本的事項 

受託者との契約においては，次の事項を基本とする。 

⑴ 契約金額 

契約金額は，受託候補者の提示価格に基づき，受託候補者と協議のうえ決定する。 

⑵ 契約内容 

契約内容は，仕様書，業務提案書，ヒアリングの内容に基づき，受託候補者と協議

のうえ決定する。ただし，提案内容は，実現を確約したものとみなす。 

⑶ 契約期間 

契約の期間は，契約締結日から令和２年３月３１日までとする。 

⑷ 特約事項 

ア 業務提案内容の実現に必要な追加費用及び別途費用は，全て受託者の負担とする。 

イ 業務提案書等に記載された，システムの保守等に関する契約は，次年度以降の契

約金額を保証するものではなく，予算の範囲内において実施する。 

ウ 受託者が，システムの保守等に関する契約について，業務提案書等に記載された

金額で履行できない場合は，本市に対し，違約金を支払わなければならない。 

⑸ 再委託の禁止 

受託者は，本業務の履行を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，

本市が承認した場合はその限りでない。 

⑹ 契約保証金 

免除する。 

⑺ 委託料の支払 

全業務完了後，受託者の請求により，支払を行う。 

⑻ 進捗管理 

本市は，適宜，進捗状況について評価を行う。その結果，契約の目的を達成するこ

とができないと判断したときは，途中で契約を解除することができる。ただし，利用

可能な成果物があるときは，その成果物を検査のうえ，検査に合格した成果物の引渡

しを受けることがある。そのときは，その成果物に相応する委託料を支払うものとす

る。 

⑼ 瑕疵(かし)担保責任 

ア 本市は，成果物に瑕疵(かし)があるときは，受託者に対して相当の期間を定めて

その瑕疵(かし)の修補を請求し，又は修補に代え，若しくは修補と共に損害（第三

者に及ぼした損害を含む。）の賠償を請求することができるものとする。 

イ 本市は，本市の定めた履行期限までに，受託者による瑕疵(かし)の修補が困難な

ため，契約の目的を達成することができないと認められるときは，契約を解除する



ことができる。 

ウ ア及びイは，契約目的物の瑕疵(かし)が支給品若しくは貸与品又は本市の指示に

より生じたものであるときは適用しない。ただし，受託者がその支給品若しくは貸

与品又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは，この

限りでない。 

エ ア，イ及びウによる瑕疵(かし)の修補，損害賠償の請求及び契約の解除は，引渡

しを受けた日から２年以内に行うものとする。 

 

11 その他 

⑴ この公募手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 受託候補者選定委員会は，候補者が次の各号に掲げる条件に該当した場合は，直ち

にその業者を選定から除外する。 

ア 提出書類及びヒアリング内容に虚偽があった場合 

イ 京都市競争入札参加資格を失うなど，応募資格を失った場合 

ウ 選定に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑶ 提出書類の作成及び提出に要する費用は，全て受託希望者の負担とする。 

⑷ 提出された書類は，事業者の選定以外には，受託希望者に無断で使用しない。 

⑸ 提出された書類は，事業者の選定を行う作業に必要な範囲において，複製を作成す

ることがある。 

⑹ 提出された書類は，提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

⑺ 提出された書類は全て返却しない。 

 

12 提出先及び問合せ先 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

京都市会事務局総務課庶務担当（担当 高橋，池添） 

TEL（０７５）２２２－３７００  FAX（０７５）２２２－３７１３ 

 


